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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は対象（身体を含む）を操作する「知」ではなく、身体が直接感じる
「知」を教育で扱うことによって、従来とは異なる視点、感情を獲得する大学教育プログラムの開発である。本
研究で得られた主な知見は下記のとおりである。(1)大学体育は予備的・前提的教育ではなく、教養教育、さら
には専門教育として実施すべきである。(2)大学体育は、「体育」という枠に閉じこもるのではなく、対象を拡
大し、身体と関係のあるさまざまな領域とリンクして、多様な教育を展開すべきである。(3)大学体育教員のス
ポーツ・サイエンス分野の専門性を発揮した教育をすべきである

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to develop University Physical Education 
programs in which students acquire perspectives and emotions which differ from existing ones by 
studying in the curriculum 'knowledge' directly felt by body itself rather than 'knowledge' which 
controls subjects (including bodies).The main knowledge obtained in this research is as follows: (1)
 University physical education should not be regarded as preliminary or presupposing education but 
should be conducted as part of liberal arts education and furthermore as specialized education. (2) 
University physical education should not remain within the framework of 'physical education' but 
should expand its target and develop wide ranges of education by linking with various fields 
relating to bodies and physical activities .(3) University physical education teachers should hold 
classes(lectures) utilizing their specialized fields of sports science. 

研究分野： 総合領域

キーワード： 身体知　大学体育
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)問題の所在 
東日本大震災は地震、防災などに関する学

問のあり方を問うことになったが、これはす
べての学問領域に関係する。「脳」「意識」「理
性」によって物事を把握してきた近代的な
知・学問・科学のあり方の再考を促している。
また近年、多くの領域でこれまで「知」「科
学」の周縁におかれてきた「身体」に注目す
る動きがある。「身体論」「身体知」に関する
研究である。これらのことから考えると、
「脳」「意識」「理性」を重視してきた従来の
教育に加えて、「身体」「無意識」「感性」を
扱うことの重要性が指摘できる。つまり、従
来の近代的知識の限界と新しい知の必要性
がある。 
本研究では大学教育の改革を視野に入れ

ている。高等学校までは学習指導要領があり、
授業内容は基本的に決まっているが、これは
近代的な知識に基づく教育である（本研究は
これらのすべてを否定するわけではない）。
一方、大学教育は単に知識を獲得するだけで
なく、学生と教員が主体的に教養を高め、学
問を深化させる場所であり、従来の近代的な
知識や学問のみならず、「身体」「無意識」「感
性」を取り込むことが求められる。 
(2) これまでの研究成果 
 代表者はこれまでに「健康」「生涯スポー
ツへの動機づけ」などではなく「課題探究
能力の育成」「多様な視点の獲得」を目指す
教養教育として体育科目を実践してきた
（森田、2007a,2007b,2008,2009）。また人
文・社会・自然科学の各領域の教員と協力
し、身体活動に関するテーマについて各教
員の専門的視点から講義をし、それを実際
に経験する学際的教養教育プログラムを実
施している（森田、2007b,2012）。様々な
科学的視点から一つのテーマを理解し、幅
広い視野から事象を捉え、各自の専門に引
き寄せて課題探究学習することを目的とし
ている。さらに教養教育にとどまらず専門
教育への動機づけに関する実践も試みてき
た（森田、2010）。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は対象（身体を含む）を操作

する「知」ではなく、身体が直接感じる「知」
を教育で扱うことによって、従来とは異なる
視点、感情を獲得する大学教育プログラムの
開発である。「課題探求能力の育成」「広い視
点の獲得」といった教養教育、さらに「研究
活動への動機づけ」といった専門教育におい
て、以下のプログラムで自分一人では完結し
ない他者とのやり取りを反省的に考察する
ことを通じて、身体が直接感じる「知」の獲
得を目指す。 
(1)学生が授業運営を行う身体教育プログラ
ム、(2)複数の専門領域の教員が講義に加わり、
広い視点の獲得を目指すプログラム、(3)研究
活動への動機づけをめざすプログラム、(4)

他大学と交流し、共同教育プロジェクト(授
業・教材研究)を行うプログラム、(5)身体が
感じる感覚や感情を検討するプログラム 
 
３．研究の方法 
授業分析（授業の様子を録画記録）、学生

による身体活動時に生じる感情等の反省的
考察、授業評価・アンケートの実施・提出課
題の分析・検討、教員による授業評価、文献
調査(近代的知と新しい知に関する先行研
究・資料の収集と分析、基礎理論の構築)、
大学体育プログラムの実施（5 つのプログラ
ムを実施） 
体育・スポーツ授業を用いた教養教育・専

門教育の教育効果と意義の提示 
近代的な知に代わる新しい知の提案 
 
４．研究成果 
（１）近代的知と新しい知に関する先行研
究・資料の収集と分析および基礎理論の構築 
従来、大学体育は「健康教育」「体力向上」

「生涯スポーツへの動機づけ」といった高等
学校と同じ目的で実施する大学が多数であ
ったが、高等学校とは異なり、なおかつスポ
ーツクラブ等とも異なる目標・内容で実施す
べきことを主張した。⇒研究成果：雑誌論文
⑥ 
「従来「知」の周辺におかれてきた「身体」

から、学校教育や科学の改革を将来的目標」
にする問題意識から、大学体育においてこの
課題解決をめざす。東日本大震災、あるいは
自由主義（資本主義経済）の行きづまりは従
来の近代的な知識や科学の限界を示してい
る。大学体育こそ、上述した問題意識を実際
に経験する機会として活用すべきではない
か。自分の「身体が直接感じること」「他者
とのやり取りにおいて感じること」などを本
音で記述し、それについて考察する。この考
察のなかから理性（脳）を中心にしてきた近
代的知識・科学に代わる新しい感性（身体）
に基づく「知」「科学」の構築をめざす重要
性を指摘した。⇒研究成果：学会発表⑦ 
近代的知、近代科学に基づく社会の行き着

く先として「新自由主義」があげられる。身
体的発達には個人差が大きいのに加え、新自
由主義によってその差は拡大している。体育
に参加する生徒の格差は大きい。どのような
取り組みが必要か。①違いがあることを全員
が肯定的に認めることである。そのためにも
現状をありのままに肯定的に評価する必要
がある（差や格差を受け入れろということで
はない）。発達課題については従来以上に個
別化する必要がある。共通で取り組む内容は
すべての人が貢献でき、全員を肯定できる教
材や評価を開発する必要がある。②否定的感
情を受け入れ、それを取り込んだ教育にする。
素の自分を表出する環境を用意したい。その
うえで、個別の課題への挑戦を奨励したい。
③すべての人を教師が肯定することにより、
さまざまな身体、さまざまな個性があること



を受け入れ、連帯を生みだす。⇒研究成果：
雑誌論文⑤ 
 
（２）大学体育による学生主体の学修（アク
ティブ・ラーニング、PBL 
 近年、欧米の大学では PBL（Problem-Based 
Learning:問題解決型学習）が急速に普及し
ている。教員は必要なインストラクションを
したうえで課題を出し、学生が自主的に学習
するものである。大学体育は高校までの体育
とは異なる必要があるが、その一つの可能性
は学生が中心となり、自らが主体的に課題を
見出して取り組む PBL にある。大学生は高校
までの運動経験の差などにより、身体能力や
モチベーションなど多くの点で二極化、多様
化している。また多くの場合男女共修となる。
これらは従来の大学体育ではマイナスと捉
えられがちであったが、PBL にとってはむし
ろ好都合といえる。大学体育において探求す
べき課題は多岐にわたるが、本研究では「教
えあい学びあい」を中心に、学生たちの主体
的取り組みと学習成果について考察した。⇒
研究成果：雑誌論文②、学会発表⑥ 
 
（３）複数の専門領域の教員による広い視点
の獲得をめざす大学体育 
本研究では、体育教員と他領域の教員の連

携により、広い視点の獲得をめざす大学体育
プログラムを実施した。文部科学省は、わが
国のスポーツ政策の基本的方向性を示す「ス
ポーツ立国戦略」（2010）を策定しているが、
その基本的な考え方は「人」の重視であり、
「する人、観る人、支える（育てる）人」を
掲げている。「支える（育てる）人」として
は指導者やスポーツボランティアが具体例
としてあげられている。また、中教審の質的
転換答申（2012）では、学長・学部長アンケ
ートにおいて，地域社会や企業による「イン
ターンシップなど体験・実践活動のための協
力」が重要との認識が強いことが示されてい
る。以上の指摘などに基づき、近年、体験・
実践活動を重視し、ボランティア関連の取り
組みを科目化する大学も増加している。2020
年の東京五輪に向けて、各大学でスポーツに
関連する授業が開講されているが、本研究で
は、スポーツイベントを開催するノウハウを
習得し、実際にスポーツイベントを企画・運
営するPBL型の大学教育について考察を行っ
た。⇒研究成果：学会発表① 
 
（４）地域連携、大学連携による共同教育プ
ロジェクト 
「学士課程教育の構築に向けて(答申)」

（中央教育審議会、2008）は、従来の学部・
学科ではなく、学位を与える課程（プログラ
ム）に着目することの重要性を指摘し、DP、
CP、AP という 3つの方針、「知識・理解」「汎
用的技能」「態度・志向性」「総合的な学習経
験と創造的思考力」という 4つの学士力を提
示した。「新たな未来を築くための大学教育

の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的
に考える力を育成する大学へ～(答申)」（中
央教育審議会、2012）は学士課程答申の内容
を具体的に提示し、能動的学修（アクティ
ブ・ラーニング）の重要性を指摘した。学士
課程答申の大学に期待される取組として、個
別大学の枠を超えて、地域の実情に応じて、
大学間や地域の諸団体との連携・共同を強化
し、学生に対する教育内容を豊富化すること
を求めている。質的転換答申では、学長・学
部長アンケートにおいて、地域社会や企業に
よる「インターンシップなど体験・実践活動
のための協力」が重要との認識が強いことが
提示されている。以上に基づき、本研究では
大学連携、科目連携、地域連携の実践につい
て考察した。⇒研究成果：雑誌論文③、学会
発表②③④ 
 
（５）近代的知に代わる新しい知を取り入れ
た大学教育プログラムの提案 
大学設置基準の大綱化は、教養教育と専門教
育の科目区分を廃止し、各大学が自由に教育
を実施できるようにした。学士課程教育とい
う考え方は、特定の領域ではなく、学部全体
のプログラムの重視をうたっている。現在で
も多くの大学では「健康の理解と実践」「生
涯スポーツへの動機づけ」「体力向上」を学
習目標に大学体育を実施している。しかしこ
れらは高等学校の学習目標と変わらず、高等
学校の繰り返しに過ぎない。さらに民間のフ
ィットネスクラブで実施することが可能で
あり、大学体育をアウトソーシングする条件
は整っている。では大学体育はどういう目標、
内容で実施すべきか。本研究の結論は以下の
とおりである。①大学体育は予備的・前提的
教育ではなく、教養教育、さらには専門教育
として実施すべきである。②大学体育は、「体
育」という枠に閉じこもるのではなく、対象
を拡大し、身体と関係のあるさまざまな領域
とリンクして、多様な教育を展開すべきであ
る。③大学体育教員のスポーツ・サイエンス
分野の専門性を発揮した教育をすべきであ
る。④「大学体育」は教養教育だけでなく、
専門教育も含む学士課程教育における体育
という意味で定義される必要がある。⇒研究
成果：雑誌論文① 
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